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オ和
国
」
政
府
の
樹
立
を
目
指
す
わ
け
で
、
榎
本
の
真
の
悲
願
と
す
る
と
こ
ろ
を

摩
出
身
の
黒
田
清
隆
は
、
幕
末
の
薩
英
戦
争
に
参
加
、
の
ち
薩
長
連
合
に

戊
辰
戦
争
で
は
、
五
稜
郭
の
戦
い
で
、
榎
本
軍
に
強
引
に
降
服
を
せ
ま
り
、

つ
い
に
黒
田
の
要
請
を
受
諾
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
従
っ
て
こ
の
時
点

本
の
掲
げ
た
「
蝦
夷
地
共
和
国
」
論
は
、す
っ
か
り
挫
折
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

　

日
本
近
代
化
路
線
の
「
二
つ
の
道
」

橋
幸
八
郎
編
『
日
本
近
代
化
の
研
究
（
上
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、

―
特
集
　
追
悼
・
三
上
一
夫
―

　
三
上
一
夫
先
生
遺
稿
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
巻
一
号

「論
自
体
は
結
局
成
り
立
た
な
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
受
理
）

［
二
］
二・二
六
事
件
に
か
か
わ
る
危
機
的
情
勢
に
つ
い
て
の
一
考
察

　
　
　

一　

課　

題

　

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
の
二
・
二
六
事
件
は
、
余
り
に
も
そ
の
影
響
力
が

大
き
か
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
具
体
的
動
向
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
二・二
六
事
件
に
か
か
わ
る
危
機
的
情
勢
に
視
点
を
す
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
埼
玉
県
在
住
の
増
田
初
一
氏
の
体
験
談
に
着
目
し
た
い
。

　

本
事
件
を
契
機
と
し
て
、
日
中
戦
争
を
か
も
し
出
し
た
こ
と
に
改
め
て
、
検

証
の
メ
ス
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　

二　

二
・
二
六
事
件
に
か
か
わ
る
危
機
的
情
勢

　

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
二
月
二
十
六
日
に
起
っ
た
皇
道
派
青
年
将
校
に
よ

る
ク
ー
デ
タ
ー
。
陸
軍
部
内
の
皇
道
派
青
年
将
校
は
、
北
一
輝
の
影
響
を
う
け
、

武
力
に
よ
る
国
内
改
革
を
企
図
、
こ
う
し
て
統
制
・
皇
道
両
派
の
対
立
が
激
化

し
、
第
一
師
団
の
満
州
派
遣
が
発
表
さ
れ
て
、
蜂
起
を
決
意
、
二
十
六
日
早
朝
、

村
中
孝
次
、
磯
部
浅
一
、
安
藤
輝
三
ら
は
、
歩
兵
第
一
・
第
三
・
近
衛
歩
兵
第

三
各
連
隊
か
ら
一
四
〇
〇
余
の
部
隊
を
出
動
さ
せ
、
斎
藤
実
内
大
臣
・
高
橋
是

清
大
蔵
大
臣
・
渡
辺
錠
太
郎
陸
軍
教
育
総
監
ら
を
殺
害
、
陸
軍
省
・
参
謀
本
部
・

国
会
・
首
相
官
邸
な
ど
一
帯
を
占
領
、
陸
軍
上
層
部
に
改
造
を
要
請
し
た
。

　

陸
軍
当
局
は
、
戒
厳
令
を
敷
い
た
が
、
収
拾
策
を
も
た
ず
、
海
軍
・
政
財
界
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が
ク
ー
デ
タ
ー
を
支
援
し
な
い
気
配
を
み
て
、
弾
圧
に
転
じ
、
二
十
九
日
地
方

部
隊
の
上
京
を
待
っ
て
、
蜂
起
部
隊
を
反
乱
軍
と
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

三　

埼
玉
県
在
住
の
増
田
初
一
氏
の
体
験
談

　

埼
玉
県
羽
生
市
在
住
の
増
田
初
一
氏
（
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日
、

九
十
八
歳
）
は
、
第
一
師
団
所
属
の
歩
兵
第
三
連
隊
の
機
関
銃
隊
に
い
た
。

二
十
六
日
午
前
一
時
ご
ろ
、
上
官
か
ら
「
暴
動
が
起
き
た
。
鎮
圧
の
た
め
出
動

す
る
」
と
起
こ
さ
れ
た
。
一
月
に
入
営
し
た
ば
か
り
の
初
年
兵
で
あ
っ
た
が
、

上
官
の
命
に
従
い
、
警
視
庁
を
占
拠
し
た
。

　

軍
人
会
館
（
現
、
九
段
会
館
。
千
代
田
区
）
に
置
か
れ
た
戒
厳
司
令
部
は
、

ラ
ジ
オ
放
送
・
ア
ド
バ
ル
ー
ン
な
ど
で
、
反
乱
軍
に
帰
順
す
る
よ
う
説
得
し
た

が
、増
田
氏
は
、ア
ド
バ
ル
ー
ン
を
見
た
こ
と
を
、は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
（「
毎

日
新
聞
」
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日
（
水
）
朝
刊
に
、
増
田
氏
の
上
半
身
の

肖
像
が
鮮
明
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。

　
　
　

結　

語

　

こ
の
二
・
二
六
事
件
は
、
ま
さ
し
く
「
身
の
毛
が
よ
だ
つ
よ
う
な
事
件
」
で
、

本
事
件
を
契
機
と
す
る
日
中
戦
争
の
発
端
と
な
る
盧
溝
橋
事
件
―
そ
の
後
の
日

本
の
致
命
的
な
歴
史
を
宿
命
づ
け
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
反
乱
将
校
は
陸
軍
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
、
非
公
開
・
弁
護
人
な

し
・
一
審
限
り
の
軍
法
会
議
の
結
果
、
昭
和
十
一
年
七
月
十
二
日
と
翌
年
八
月

十
九
日
、
現
役
の
将
校
十
三
名
を
含
む
計
十
九
名
が
銃
殺
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

　

刑
場
は
陸
軍
刑
務
所
、
現
在
の
渋
谷
税
務
署
の
一
角
と
さ
れ
る
。
同
署
の
隣

接
地
に
、
青
年
将
校
の
遺
族
団
体
（「
仏
心
会
」）
が
慰
霊
像
を
建
立
し
た
。

　

道
路
を
隔
て
て
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。
同
局
関
係
者
に
よ
る
と
、

処
刑
場
に
近
い
ス
タ
ジ
オ
に
は
「
軍
靴
の
音
」
が
す
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ

る
（「
毎
日
新
聞
」
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日
（
水
）
朝
刊
）。

　

な
お
こ
の
事
件
で
、
岡
田
内
閣
は
倒
れ
、
統
制
派
に
握
ら
れ
た
軍
部
は
政
治

的
発
言
権
を
ま
す
ま
す
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

（
平
成
二
十
五
年
八
月
十
二
日
受
理
）




